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基 研 研 究 部 員 会 議

- 1965年 11月25,26日･於基研 -

議長 田中 正 (京大 ), 牧 二郎 (名大 )

研究部員出席者 17名

日,)研究部員U)決定

芳田重 民 (運営委員になった ),富田和久氏 (海外出張 )cJ)後任として,

前回選挙uj次点 5名U〕なかから青森昭夫氏 (名大 ),三宅暫氏 (東大 )を決

定した(

(2)基研報告 (湯川所長 )

運営委員o)改選があり,下記の方 々に決定した( (任期 40年 7月 51日

追 )

素粒 子関係 : 朝永振一郎 ,坂 田昌一 ,武谷三男 .野上茂吉郡 ,早川幸男 .

小川修二 ,小林 稔 ,,井上 健 ,高木修二 ,山田英二

物性関係 : 小谷正雄 .小野 周 ,芳田 室 ,松原武生 ,山太常信 .

碓井恒丸

(5)大型電子計算機について

小野 周 : 学術会議の報告

学術会議で勧告した大型計算機について ,文部省で検討していたが ,村上

研究助成課長か ら ,次a)点vcついて ,学術会議の長期委員会に意見を求めて

i ) 基研で作成した議事録から編集部が重点的に抜粋した｡

-409-



会議報告

きた蘇

り 大型計算機は .国産か ,外国製か ,機 種は,.

23どこU)大学に.置 くか

53共同利用はどU)ようにするか

これに対する学術会議 ,長期委員会の解答は :

1j IBM a)7044-7090 程度の性能ujもU)C,

2)返事をしない〔

5j学術会議 の長期委員会 で討議 して ,文書をまわ したp

7月 11日ごろ ,文部省 U沌f究所脇議会U)計算機小委 で 高 ､ろいろ討議 さ

れたE, 文部省は ,全分野6,7-LわたるL･')で .共同利敵研究施設にするJHま.具合

が意>J､とい う意向だったが ,学術会議は .共同利御 ま絶対にゆずれないと主

張したため ,共同利用を建前として計算機をつ くる事になったが ,7月 16

日ごろ ,研究所脇議会 の計算機′1､委 が ,東大に置くujが適当であるとい う答

申書uj原案を ,研究所賂議会に出した0

8月 15日 .学術会議長期委員会か ら ,つぎoj事を .文部省研究助成課長

に申し送ったE,

1)共同利用 される事が ,勧告の前礎 である〔

2)全国の研究者が .国立 .公立 ,私立を平等に ,機会均等に利用出来 る

ようにせ上o共同利用U)ための旅 費をつけること｡

5)関係研究者の総意 によって運営す る.,全国の研究者からなる運営委員

会を作 るE,

4)将来 .数台設置 されるときも ,共同利用L,CするO

前回の基研の運営委 員会では ,東大の計算機が学 術会議の勧告 した意味の

共同利用vTLな らなければ ,東大の計算機は ,学術会議 で勧告したものではな

く .学 術会議の勧告した ,共同利用のものはどうなったか ,とい うことを政

府に向って云 うべきであろう ,ということであったE,
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基研研究部員 会議

最近 ,文部省か ら寛大に .共同利用03ためUj設備として ,大塑計算機 を受

けるととが出来るか ,とい う申入れがあったh,,

学術会議u)長期委員会vTL.計算機の共同利用の小委員会が ,出来 ることに

T3:つている., ここで .計算機U)共同利用のあり方を考えることになるはずだC,

東 員昌一 cofrment

核特黍は .かねて上り ,原 子核将来計画u)一環 として ,基研に ,王BM7044

i))設置を要望 していたが ,こU)要望が .先般行われた .大型計算機について

U)勧L告の中vTL,ど.U)ようにとり入れ られ るUjかについて ,長期研究計画調査

委員会に検討を要望 したE,

′j＼谷正雄 : 東大UP〕報 告

昭和 59年度東京大学の概算要求fF=は ,王B曳‡7044 を設置する件が含

まれている爪東大 白身か ら共同利用 として出す掴 ま,手続上どうか ,という

疑問があって ,中型 センターの拡充 ,整臆 として出 されたが ,実現するとす

れば共同利用にすることを予感 し ,その用意をすることt'tしたn

文部省は ･東大o)計算機 を 一共同利用にあてるもUjとして ,大蔵省 と折衝

をは じめた,, 文部省には ,東大ol計算センタ-運営委員会 で , informa.1

に相談 して ,,東大U)センター運営委員会 U_)メンバ-が .共同利用についての

試案C3ようなものを作って出したE.こ0)試案は ,高速計算機委員会にもかけ

られていないU.)で .正式 L,7ものではない{簸 々は ,事態を明確にするため ,

文部省か ら ,｢共同利用のための設備 として ,大型機 を受けいれ ることがで

きる卒り という趣旨の申入れを行い ･東大か らはそ0-)用意がある旨 ,且 .共

同利用が実行出来るように ,経費 .人員 .建物等gcついての配慮 を文部省が

約束するよう,文書 の交換 を番 うことが望ましい と,考えた( しかし ,文部

省では ,文書による申入れ rLついては ,予算が ,現在 ,大蔵省 と交渉中なの

で ,大蔵省の内示があってか らgTLLたいとのことで ,先般 ,研究助成課長 よ

り東大へ _,口頭 で申入れがあったS, これに対 し .東大では ,11月 19日の
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評議会において審議し ,東大に大型計算機が設直 される場合vcは .これを全

国共同利用の設備 として ,運営することを諒承して ,そU)旨文部省に回答 し

たE,筒 ,東大評議会における説明vcおいては .この大型機の共同利用は ,法

制的な基礎をもつもU)ではな く,形式は ,東大が自発的に共同利用に供する

という形になるもUjと予想することを述べ てい~るE, 法制化については .私の

知る限 り,次のような難点があるようである〔

日 形式的には ,分野を指定しないU)で .共同利用研と同じ範癖に入れら

れないE,

I
＼ 2)7大学計算センタ-酪議会 では ,全国共再利用にすると ,2号機 ,5

号磯が入 りに くくなるUI'で ,難色がある(

註 1)討議 は ,主 として学術会議の勧告と .東大 で進め られている計画の

関係について石われた? この間題は結論 を出す ことが困難なので ,.討

議を議事轟tl)形でU〕こす ことになった｡ 議事録は各研究部員のもとに

あるm

註 2)来年度予算では東大U)計算機設置が認め られ る模様であるE,実際に

磯城が入る廿日ま40年度なU)で き まだ機種などは決っていない,,

(4) 総合研究機横について (学術会議 ･研究佐制小委 とu)合同会議 1

′]＼野 間 : 学術会議の報告

学術会議委員会連絡会議に .文 部省の諮問に答えるため ,共同利用研究所

換討'j＼委員会がおかれたE,

7月 18日 こOj共同利用研換討小委が開かれ .研究所 協議会の武藤小委

の田中二郎氏にも来ていただいて ,議論をしたO こうして .武藤案の修正案

を作ったが ,共同利用餌の懇談会 でも._,基融の運営委員会 でも ,この修正案

も ,あ まりま くないという意 見が多いS, 学術会議の 総会 でも ,同 じような

意見が出た0
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11月 12日の共同利用研険討小委 で出 された結論は次のようである :

討議 U)途 中で ･文部省か らきかれた ら,上述 の修正案 を出して .討議LT,,途 中

では こうだとい うが ,時間があれば ,5月までゆっ くり討議する0

12月ごろにでも ,共同利用餌 と懇談 したい(

飯 田修一 ● 総合研究機構 C1物性部門町讃する-試案

試案o)ダ イ ヤグ ラ ム :

物性研究会義 一｣ 等格 仁一素餌 ,核研

共同利用研 - (等格 )- 物性研究会読U)分室

o物性研究に華 いては ,分室における研究が .属 国利用研U膵 究と同等に重

要であるC,

o通 常の講座研究費程度以上の予算 と人事が この機構を通して行われ る缶 しa

かし ,共同利用研の所員も ､分室人員 も各個研究の自由杖保障 されているd

o通常U)プロジェク ト研究は ･共同利用研 一或いは分室 より提案 され .物性

研究会議が各専門委員会を通 じて authorizeすることに より成立するか ,

或は ･外部 .専門委員会 その他を通 じて研究会議により適当と考えられた

プロジェク トを ･共同利用研 ,或は分室が引受けることによって成立する¢
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authorizeされ豪 プロジェク トは ,予算 と人員を伴 う｡

o共同利用研乃至分室か ら橿案 されたプロジエクとが authorizeされなか

った ときは .普通U-,,講座費程度の経 常費 でもって ,プロジェク トを遂行す

ることが出来るt,併し ,一波には ,共同利用伊乃至分室U)所員は ,綜合機

.債か らU)予算による大規模の装置を持っており ,これ らは共同利用U)対象

に/なっているので ,そU_)運転には .責任 をもってあたらなければri-らIrArい-E,

o共同利用研 ,分室U)･研究は ,以上のように .プロジェク ト研究と自由各個

研究 とにより成立する( 両者の間には適当なバランスが成立 していること

が望 ましい〔

o プロジェク ト研究ofJtある部分は ,研究課題 よりも ,むしろ ,r人｣を対象

とJして ,-成立することがあ りうる♪ つまり,有能な個人に ,ある予算 と人

員を任せるというわけであるq.,

o プロジェク ト研究の最終的引受けの決定者は各研究者個人 で,各研究員は ,

これ らの研 究を強制 されてほな ら/ない,

o高い技府oJt維持 ,推進にも努め ,暮殊技術者の養成維持が重要な一つUj目

的となる〔

o基礎研 究 と応用研究をつなぐ ,開発研究をも行うo

o共同利取餅も分室 も任期 u)ある定員と ,任期ujlない定員 とがあるo

実際の研究者が ,常vTL研究の主総であ り,研究の推進tJTこ関す る決定権を持

つことが重要である,t以上のことが確立 している場 合 ,研究能力o)落ちた

所員が,,経 常費程度を使用し{行 う各個研究や ,研究の中心的所員の活動

に便 利なように配慮する行政的活動は .研究所の能率を高めるものであるO

こU_)ような考え方を持つことにより,研究者の将来に対する不安を除き ,

優秀な人材を集めることが出来 ようo

大字 の閥の交流は望 ましいし ,任期mlない定員は適当,fi:数でなければな ら

ない0
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0-舷に同一種oI)プロジェク トが二 ヶ所で進行す るような事態は ,決 して不

適当ではない,,こうすることに･よって互vc競争 し .より早 く成果に到達出

来ると共に.,ある所員が怠けることを妨 ぐことが出来るO

藤太 : コメン ト

飯 田氏は .原 子核の将来計画について .巨大装置の建設 という点に重点が

おかれすぎたために ,誤解 されたのだと思 うO物性 で考えている具路的な内

容と ,原子核 で考えているもL')との間rL,太質的な違いはないE, 物性研究会

竜は ,基酢の運営委員会 .研究部員会に相当するものだと思 うL,

参考のため素粒子餌に対して .将来計画小委が考えている案を申し上げるE,

核特委のなかに .素粒 子研ulためULIL準 備調査委員傘を搾るE,委員会は 11名

よりなるE,

委 員 長

rt

5人

素粒 子 (広い意味 )

測 定器 開 発

acceleratorphy-sicO

- のよう'Td:もの

′
-
-
1
--
-
1
-
-1
-･1
･

5 人 ( 加速器建設のため U )チ- ム )

macbine 1人

寡定刺 1人

土地建物 1人

組 織 ､1人

1人

分室 .その他のものを下にもって研究をやっていくO

註)討議の内容vTLついては各研究部員のもとに送 られているくわし

い議事希を参照せ られたい〔
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